
新型コロナウィルスの対応について
厚生労働省老健局より『福祉施設等に感染拡大防止のための留意点について』の事務連絡に

基づき、当苑での対応は以下の通りになります。

【ご面会について】

・ご面会可能な方は主介護者1名のみ。

・ご面会は居室内のみ。扉を閉めて20～30分程度のご面会でお願い致します。

・ご面会者の方は、ご飲食をお控え頂くようお願い致します。

（ご面会中はマスクを外さないようにお願い致します。）

・入苑時に受付にて検温、手指アルコール消毒をお願い致します。

・体温が37.5度以上ある方、または風邪症状等、体調がすぐれない方はご面会をご遠慮して頂きます。

・15歳以下のお子様はご面会いただけません。

・お帰りの際、マスクは所定のゴミ箱へ破棄をお願い致します。

・面会証、入館証は感染の媒介になりうるためしばらく中止致します。

代わりに、シール等で入館許可を明示していただきます。

・事務所の窓は半分閉めて対応させていただきます。ご理解のほどよろしくお願い致します。

・厚生労働省老健局、近隣の感染症流行状況により、ご面会を全面的にお断りさせて頂く可能性がございます。
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新型コロナウィルスの対応について

【施設内の感染防止対策について】

・職員は出勤前と出勤時に体温測定と感冒症状の有無の確認を義務とします。

・３７．５度以上の熱があるときや倦怠感、呼吸器症状（咳や呼吸苦など）のある時は出勤を控え

自宅待機。出勤時に同様の症状があった際は、帰宅して自宅待機。体温計と体温チェックシート

を2/27から出勤カードのある所に設置し、十分な量のアルコール塗擦をしてから職場へ入る。

ボランティア、不要な営業等の外部の方の入館は当面の間、NGとする。

（理美容等、施設に出入りしている業者含む）

・職務中に使用したマスクは持ち帰らず、所定の場所へ破棄する。

・委員会・ミーティング・会議等は１～２週間は中止とします。

厚生労働省老健局より『福祉施設等に感染拡大防止のための留意点について』の事務連絡に

基づき、当苑での対応は以下の通りになります。
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新型コロナウィルスの対応について

【ショートステイご利用について】

・送迎車に乗車する前に体温測定と感冒症状の有無の確認。発熱が認められる場合はご利用を中止

させていただきます。過去に発熱があった場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸症状が改善

傾向となるまでは同様の対応となります。

・また、ショートステイご利用中に発熱・その他、体調不良が認められた場合については、サービス利用を

中止していただき、体調が安定してからのサービス利用再開とさせていただきます。

・ご利用者様・職員に感染症の疑いが出た場合、ショートステイのサービスを全面的に中止させていただく場合

がございます。

何卒、ご理解ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

厚生労働省老健局より『福祉施設等に感染拡大防止のための留意点について』の事務連絡に

基づき、当苑での対応は以下の通りになります。

社会福祉法人 端午会 特別養護老人ホームところの苑（ショートステイ）



新型コロナウィルスの対応について

【デイサービスご利用について】

・送迎車に乗車する前に体温測定と感冒症状の有無の確認。発熱が認められる場合はご利用を中止

させていただきます。過去に発熱があった場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸症状が改善

傾向となるまでは同様の対応となります。

・また、デイサービスご利用中に発熱・その他、体調不良が認められた場合については、サービス

利用を中止していただき、体調が安定してからのサービス利用再開とさせていただきます。

ご利用者様・職員に感染症の疑いが出た場合、営業時間に関わらず帰宅をお願いする場合もござい

ます。

何卒、ご理解ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

厚生労働省老健局より『福祉施設等に感染拡大防止のための留意点について』の事務連絡に

基づき、当苑での対応は以下の通りになります。

社会福祉法人 端午会 デイサービスセンター ところの苑


